
                                令和７年（２０２５年）５月⑩ 

学校通信  

         和の光      宝塚市立西谷中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■子どもの権利について考える 

皆さんは「子どもの権利条約」という条約を知っていますか？ この条約は、世界中の子どもたち

が、安全な環境で、安心して、自分に自信をもって生活ができるために守られるべき権利について定

めた世界の合意であり、日本を含む批准国の政府に、その実施を求める法的拘束力のある国際法で

す。1989 年 11 月 20 日国連総会第 44 回会期において全会一致で採択され、日本は 1994 年に批准し

ています。子どもの権利条約の基本的な考え方は、次の４つ（４つの原則）で表されます。それぞれ、

条文に書かれている権利であるとともに、あらゆる子どもの権利の実現を考える時に合わせて考え

ることが大切な「原則」であるとされています。これらの原則は、日本の子どもに関する基本的な法

律である「こども基本法」にも取り入れられています。 

【４つの原則】 

〇差別の禁止（差別のないこと） 

すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由で

も差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。 

〇子どもの最善の利益（子どもにとって最もよいこと） 

子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第

一に考えます。 

〇生命、生存及び発達に対する権利（命を守られ成長できること） 

すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、

生活への支援などを受けることが保障されます。 

〇子どもの意見の尊重（子どもが意味のある参加ができること） 

子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子ど

もの発達に応じて十分に考慮します。 

  このような原則を見て、みなさんはどのように感じましたか。どれも当たり前のことですが、日本

を含む世界の国々を見た時、これらの原則が十分に満たされているか疑問に思うことはないでしょ

うか？ 例えば、皆さんが普通に受けている教育についても国によっては十分に保障されていない

ことがあります。また、日本においても時々、子どもが虐待を受けて尊い命を失うような事件が起き

ています。 

その他、皆さんが過ごす学校や地域・社会に目を向けた時に疑問に思うことや問題に思うことはな

いでしょうか？ 社会は大人だけの考えでつくるものではありません。大人には子どもの最善につ

いて考える義務があるし、子どもには意見を述べる権利もあります。つまり、子どもも社会の一員と

して尊重されなければなりません。少し話は変わりますが、学校生活についても当然みなさんの意見

が尊重されなければならないし、意見を述べることは権利として保障されなければなりません。６月

末には生徒総会が実施されます。「誰もが楽しく通える西谷中」を目指してたくさんの質問が出され、

活発な意見交流ができることを願っています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省略 



■ふれ合い運動会に向けて その１ 

 ふれ合い運動会の練習が始まっています。その様子を写真で紹介します。（５月２８日撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダンス（中学生全員） 

デカパンリレー（中学生と園児） 

日 曜

1 日

2 月 ノー部活デー

3 火 専門委員会

4 水 ふれあい運動会予行 ●

5 木

6 金 ふれあい運動会準備

7 土 ふれあい運動会

8 日 ふれあい運動会予備日

9 月 代休（6/7）

10 火 予備日（6/8）代休　弁当日　あいさつ運動　生徒朝礼　教育実習（～30） ノー部活デー

11 水 プール掃除 ノー部活デー ●

12 木 進路説明会　救命救急講習　歯科検診　尿検査予備日

13 金 安全点検　眼科検診（1･3年）

14 土

15 日

16 月 ●部活動停止 ノー部活デー

17 火 　手話講座 ノー部活デー

18 水 　ちまきづくり（3年） ノー部活デー ●

19 木 ノー部活デー

20 金 ノー部活デー

21 土

22 日

23 月 　●期末考査　給食なし ノー部活デー

24 火 ノー部活デー

25 水 　　西谷中学校ブロック人権教育実践研修会 ノー部活デー ●

26 木 避難訓練（火災）

27 金 生徒総会

28 土

29 日

30 月 ノー部活デー

【翌月の予定】

令和7年度（2025年度）　行事予定表　　　宝塚市立西谷中学校 　（6月分）

行事

●印はスクールカウンセラー勤務日（希望される方はいじめ防止委員会担当丸山または教頭までお申し出ください）

14～16日　期末懇談　、　16日　給食最終日　、　17日　大掃除　、　18日　終業式

21日　夏季休業（～8/28）　23、28、29日　補習

ソフトテニス部　市中体連総体

ソフトテニス部　市中体連総体

陸上競技部　市中体連総体

1日　専門委員会　、　3日　生徒朝礼　、　10日　あいさつ運動、進路学習教育講演会


